
        地方財政の充実、強化を求める意見書 

 

地方自治体は、子育て支援、医療、介護などの社会保障、地域交通の維持など、

その果たす役割が拡大していることに加え、高齢社会問題への対応などの政策課題

に直面しており、こうした課題に適切に対応し、今後も質の高い公共サービスを維

持するためには、実態に見合った歳出、歳入を的確に見積もり、これらに見合う一

般財源総額を確保することはもとより、国と地方自治体が十分な協議を行った上で、

地方財政計画、地方税、地方交付税のあり方を決定することが極めて重要である。 

国は、財務省が自治体の基金残高の増加を口実に地方財政余裕論を展開した経緯

を懸念すると共に、公共サービスの質の確保と地方自治体の安定的な行財政運営を

実現するためにも、今後の地方財政計画に十分な配慮をすべきである。 

よって、本町議会は、政府に対し下記の事項について、強く要望する。 

 

記 

 

１．社会保障、環境対策、地域交通対策、高齢社会対策など、増大する地方自治体 

の財政需要を的確に把握するとともに、地方の安定的な財政運営に必要となる一 

般財源の総額を確保すること。 

 

２．子ども、子育て支援新制度、地域医療構想の策定、地域包括ケアシステム、生 

活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社 

会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障関係予算の確保及び所要 

の地方財政措置を講ずること。 

 

３．法人住民税 法人税割率の改正の施行日が、平成３１年１０月に迫って来てい 

る。その影響を大幅に受ける本町のような市町村に対し十分な配慮をすること。 

 

４．本町の基金は、災害対応、住民の福祉向上のため必要な事業に対応できるよう、 

住民のご理解とご協力を得ながら財政支出の節減等に努め、積み立てたものであ 

り、同様の市町村は多くあると思われる。このため、全体の基金残高が増加して 



いることのみをもって、地方財源の圧縮は行わないこと。 

 

  以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。 

 

 

平成３０年６月２２日  

 

愛知県丹羽郡大口町議会    
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